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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 11月 15日 (2004.11.15)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 内 周 面 に 外 輪 軌 道 を 有 す る 外 輪 と 、 外 周 面 に 内 輪 軌 道 を 有 す る 内 輪 と 、 こ れ ら 外 輪 軌 道
と 内 輪 軌 道 と の 間 に 転 動 自 在 に 設 け ら れ た 複 数 個 の 転 動 体 と を 有 す る 転 が り 軸 受 の 状 態 を
検 出 す る 為 の 複 数 種 類 の セ ン サ を 保 持 し た セ ン サ ユ ニ ッ ト 各 セ ン サ 毎 に
設 け ら れ た 複 数 の 保 持 ブ ロ ッ ク と 、 こ れ ら 複 数 の 保 持 ブ ロ ッ ク を 保 持 自 在 な 単 一 の セ ン サ
ホ ル ダ と を 備 え 、 こ れ ら 各 保 持 ブ ロ ッ ク は 、 上 記 各 セ ン サ の う ち の 少 な く と も １ 個 の セ ン
サ と 、 こ の セ ン サ の 検 出 部 か ら 取 り 出 し た 信 号 を 処 理 す る 為 の 信 号 処 理 回 路 と

事 を 特 徴 と す る セ ン サ ユ ニ ッ ト 。
【 請 求 項 ２ 】
　

セ ン サ ユ ニ ッ ト 。
【 請 求 項 ３ 】
　

【 請 求 項 ４ 】

で あ っ て 、 こ れ ら

を 有 す る も
の で あ る

各 保 持 ブ ロ ッ ク は 、 信 号 処 理 回 路 に よ り 処 理 さ れ た 信 号 を 取 り 出 す 為 の 第 一 接 続 部 を 有
す る も の で あ り 、 且 つ 、 こ れ ら 各 保 持 ブ ロ ッ ク の う ち の 少 な く と も １ 個 の 保 持 ブ ロ ッ ク は
、 互 い に 反 対 側 の 端 部 に 設 け ら れ る と 共 に 、 内 部 で 互 い に 導 通 さ れ た 第 二 接 続 部 及 び 第 三
接 続 部 を 有 す る も の で あ り 、 セ ン サ ホ ル ダ 内 に 複 数 の 保 持 ブ ロ ッ ク を 、 こ れ ら 各 保 持 ブ ロ
ッ ク の う ち の 少 な く と も １ 個 の 保 持 ブ ロ ッ ク に 設 け た 第 一 接 続 部 と 当 該 保 持 ブ ロ ッ ク と は
別 の 保 持 ブ ロ ッ ク に 設 け た 第 二 接 続 部 と を 接 続 し た 状 態 で 組 み 込 ん で い る 、 請 求 項 １ に 記
載 し た

複 数 種 類 の セ ン サ が 、 回 転 速 度 セ ン サ と 温 度 セ ン サ と 振 動 セ ン サ と の う ち か ら 選 択 さ れ
る ２ 種 類 以 上 の セ ン サ で あ る 、 請 求 項 １ 又 は 請 求 項 ２ に 記 載 し た セ ン サ ユ ニ ッ ト 。



　

【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 特 に 、 本 発 明 の セ ン サ ユ ニ ッ ト に 於 い て は 、 各 セ ン サ 毎 に 設 け ら れ た 複 数 の 保 持 ブ
ロ ッ ク と 、 こ れ ら 複 数 の 保 持 ブ ロ ッ ク を 保 持 自 在 な 単 一 の セ ン サ ホ ル ダ と を 備 え る 。 そ し
て 、 こ れ ら 各 保 持 ブ ロ ッ ク は 、 上 記 各 セ ン サ の う ち の 少 な く と も １ 個 の セ ン サ と 、 こ の セ
ン サ の 検 出 部 か ら 取 り 出 し た 信 号 を 処 理 す る 為 の 信 号 処 理 回 路 と
　 こ の 信 号
処 理 回 路 に よ り 処 理 さ れ た 信 号 を 取 り 出 す 為 の 第 一 接 続 部 。 且 つ 、 上 記 各 保 持 ブ
ロ ッ ク の う ち の 少 な く と も １ 個 の 保 持 ブ ロ ッ ク は 、 互 い に 反 対 側 の 端 部 に 設 け ら れ る と 共
に 、 内 部 で 互 い に 導 通 さ れ た 第 二 接 続 部 及 び 第 三 接 続 部 を 有 す る 。 そ し て 、 上 記 セ ン サ ホ
ル ダ 内 に 上 記 複 数 の 保 持 ブ ロ ッ ク を 、 こ れ ら 各 保 持 ブ ロ ッ ク の う ち の 少 な く と も １ 個 の 保
持 ブ ロ ッ ク に 設 け た 第 一 接 続 部 と 当 該 保 持 ブ ロ ッ ク と は 別 の 保 持 ブ ロ ッ ク に 設 け た 第 二 接
続 部 と を 接 続 し た 状 態 で 組 み 込 ん で い る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ １ 】
　 又 、 請 求 項 に 記 載 し た セ ン サ 付 転 が り 軸 受 装 置 は 、 内 周 面 に 外 輪 軌 道 を 有 す る 外 輪 と
、 外 周 面 に 内 輪 軌 道 を 有 す る 内 輪 と 、 こ れ ら 外 輪 軌 道 と 内 輪 軌 道 と の 間 に 転 動 自 在 に 設 け
ら れ た 複 数 個 の 転 動 体 と を 有 す る 転 が り 軸 受 と 、 上 記 外 輪 と 内 輪 と の う ち で 回 転 し な い 軌
道 輪 で あ る 静 止 輪 若 し く は こ の 静 止 輪 を 保 持 固 定 し た 部 材 に 支 持 し た 、 上 記 セ ン サ ユ ニ ッ
ト と か ら 成 る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ３ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 そ し て 、 こ の 状 態 で 上 記 セ ン サ ホ ル ダ ３ ４ ａ の 内 側 に 、 上 記 第 一 、 第 二 両 保 持 ブ ロ ッ ク
３ ８ 、 ３ ９ を 、 上 記 第 一 保 持 ブ ロ ッ ク ３ ８ を 下 に し た 状 態 で 挿 入 す る 。 又 、 上 記 第 一 、 第
二 両 保 持 ブ ロ ッ ク ３ ８ 、 ３ ９ に 設 け た 係 止 突 部 ７ ６ 、 ７ ６ を 、 上 記 セ ン サ ホ ル ダ ３ ４ ａ の
内 周 面 に 形 成 し た 係 止 溝 ７ ７ に 係 合 さ せ る 。 そ し て 、 上 記 接 続 部 材 ５ ２ の 上 端 部 に 設 け た
各 接 続 部 ６ ３ 、 ６ ３ に 前 記 各 ハ ー ネ ス ６ ２ 、 ６ ２ の 端 部 を 接 続 し た 状 態 で 、 上 記 接 続 部 材
５ ２ の 下 端 部 に 設 け た 各 雌 端 子 ６ ４ 、 ６ ４ と 上 記 第 二 保 持 ブ ロ ッ ク ３ ９ の 各 雄 端 子 ４ ３ ｂ
～ ４ ５ ｂ と を 接 続 す る 。 次 い で 、 上 記 セ ン サ ホ ル ダ ３ ４ ａ の 内 周 面 に 設 け た 段 差 面 ５ ９ の
複 数 個 所 に 設 け た 、 図 示 し な い ね じ 孔 に 、 上 記 接 続 部 材 ５ ２ に 設 け た 通 孔 ６ １ 、 ６ １ を 挿
通 し た 複 数 本 の ね じ ６ ０ 、 ６ ０ の 雄 ね じ 部 を 螺 合 し 、 更 に 緊 締 す る 事 に よ り 、 上 記 接 続 部
材 ５ ２ を 上 記 セ ン サ ホ ル ダ ３ ４ ａ に 固 定 す る 。 尚 、 図 １ ～ ３ に 示 す セ ン サ ユ ニ ッ ト ３ ３ ａ
の 場 合 、 上 記 第 一 保 持 ブ ロ ッ ク ３ ８ に 設 け た 各 第 一 雄 端 子 ４ ３ ａ が 請 求 項 に 記 載 し た 第
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内 周 面 に 外 輪 軌 道 を 有 す る 外 輪 と 、 外 周 面 に 内 輪 軌 道 を 有 す る 内 輪 と 、 こ れ ら 外 輪 軌 道
と 内 輪 軌 道 と の 間 に 転 動 自 在 に 設 け ら れ た 複 数 個 の 転 動 体 と を 有 す る 転 が り 軸 受 と 、 上 記
外 輪 と 内 輪 と の う ち で 回 転 し な い 軌 道 輪 で あ る 静 止 輪 若 し く は こ の 静 止 輪 を 保 持 固 定 し た
部 材 に 支 持 し た 、 請 求 項 １ ～ ３ の 何 れ か に 記 載 し た セ ン サ ユ ニ ッ ト と か ら 成 る セ ン サ 付 転
が り 軸 受 装 置 。

上 記

を 有 す る 。
又 、 請 求 項 ２ に 記 載 し た セ ン サ ユ ニ ッ ト に 於 い て は 、 上 記 各 保 持 ブ ロ ッ ク は 、

を 有 す る

４

２



一 接 続 部 に 、 上 記 第 二 保 持 ブ ロ ッ ク ３ ９ に 設 け た 各 第 一 雌 端 子 ４ ６ ｂ が 請 求 項 に 記 載 し
た 第 二 接 続 部 に 、 同 じ く 各 第 一 雄 端 子 ４ ３ ｂ が 請 求 項 に 記 載 し た 第 三 接 続 部 に 、 そ れ ぞ
れ 相 当 す る 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ４ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 図 １ ０ に 示 す 、 前 記 セ ン サ ユ ニ ッ ト ３ ３ ｂ は 、 前 記 セ ン サ ホ ル ダ ３ ４ ａ 内 に 、 上 述 の 様
な 第 三 保 持 ブ ロ ッ ク ７ ３ と 、 前 記 温 度 セ ン サ ５ ０ を 設 け た 第 二 保 持 ブ ロ ッ ク ３ ９ と を 組 み
込 ん で い る 。 即 ち 、 こ の セ ン サ ユ ニ ッ ト ３ ３ ｂ の 場 合 、 上 記 第 二 保 持 ブ ロ ッ ク ３ ９ の 上 端
部 に 設 け た 各 雄 端 子 ４ ３ ｂ ～ ４ ５ ｂ と 、 上 記 第 三 保 持 ブ ロ ッ ク ７ ３ の 下 端 部 に 設 け た 各 雌
端 子 ４ ６ ｃ ～ ４ ８ ｃ と を 接 続 し た 状 態 で 、 上 記 セ ン サ ホ ル ダ ３ ４ ａ の 内 側 に 上 記 第 二 、 第
三 両 保 持 ブ ロ ッ ク ３ ９ 、 ７ ３ を 、 第 二 保 持 ブ ロ ッ ク ３ ９ を 下 に し た 状 態 で 挿 入 し て い る 。
こ の 際 、 こ の 第 二 保 持 ブ ロ ッ ク ３ ９ に 設 け た 各 第 三 雄 端 子 ４ ５ ｂ と 、 上 記 第 三 保 持 ブ ロ ッ
ク ７ ３ に 設 け た 各 第 三 雌 端 子 ４ ８ ｃ と を 接 続 す る 事 に よ り 、 上 記 第 二 保 持 ブ ロ ッ ク ３ ９ に
設 け た 温 度 セ ン サ ５ ０ か ら の 信 号 を 、 上 記 第 三 保 持 ブ ロ ッ ク ７ ３ に 設 け た 各 第 三 雄 端 子 ４
８ ｃ を 介 し て 取 り 出 し 自 在 と し て い る 。 又 、 上 記 第 三 保 持 ブ ロ ッ ク ７ ３ に 設 け た 加 速 度 セ
ン サ ７ ２ か ら の 信 号 は 、 こ の 第 三 保 持 ブ ロ ッ ク ７ ３ に 設 け た 各 第 二 雄 端 子 ４ ４ ｃ を 介 し て
取 り 出 し 自 在 と し て い る 。 尚 、 図 １ ０ に 示 す セ ン サ ユ ニ ッ ト ３ ３ ｂ の 場 合 、 上 記 第 二 保 持
ブ ロ ッ ク ３ ９ に 設 け た 各 第 三 雄 端 子 ４ ５ ｂ が 請 求 項 に 記 載 し た 第 一 接 続 部 に 、 上 記 第 三
保 持 ブ ロ ッ ク ７ ３ に 設 け た 各 第 三 雌 端 子 ４ ８ ｃ が 請 求 項 に 記 載 し た 第 二 接 続 部 に 、 同 じ
く 各 第 三 雄 端 子 ４ ５ ｃ が 請 求 項 に 記 載 し た 第 三 接 続 部 に 、 そ れ ぞ れ 相 当 す る 。 そ し て 、
前 述 の 図 １ ～ ３ に 示 し た セ ン サ ユ ニ ッ ト ３ ３ ａ と 同 様 に 、 上 記 セ ン サ ホ ル ダ ３ ４ ａ に 、 上
記 第 二 、 第 三 各 保 持 ブ ロ ッ ク ３ ９ 、 ７ ３ と 共 に 、 接 続 部 材 ５ ２ と 、 蓋 部 材 ５ ３ と 、 ケ ー ブ
ル 抑 え 部 材 ５ ４ と を 結 合 し て 、 セ ン サ ユ ニ ッ ト ３ ４ ａ と し て い る 。
【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ５ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 又 、 上 記 各 セ ン サ ユ ニ ッ ト ３ ３ ａ 、 ３ ３ ｂ を 構 成 す る の に 使 用 し た 上 記 セ ン サ ホ ル ダ ３
４ ａ に 、 回 転 速 度 セ ン サ ４ ０ を 設 け た 第 一 保 持 ブ ロ ッ ク ３ ８ と 、 加 速 度 セ ン サ ７ ２ を 設 け
た 第 三 保 持 ブ ロ ッ ク ７ ３ と を 組 み 込 ん で 、 図 １ １ に 示 す 様 な 、 回 転 速 度 と 振 動 と を 検 知 す
る 為 の セ ン サ ユ ニ ッ ト ３ ３ ｃ を 構 成 す る 事 も で き る 。 即 ち 、 こ の セ ン サ ユ ニ ッ ト ３ ３ ｃ は
、 上 記 第 一 保 持 ブ ロ ッ ク ３ ８ の 上 端 部 に 設 け た 各 雄 端 子 ４ ３ ａ ～ ４ ５ ａ と 上 記 第 三 保 持 ブ
ロ ッ ク ７ ３ の 下 端 部 に 設 け た 各 雌 端 子 ４ ６ ｃ ～ ４ ８ ｃ と を 接 続 し た 状 態 で 、 上 記 セ ン サ ホ
ル ダ ３ ４ ａ の 内 側 に 上 記 第 一 、 第 三 両 保 持 ブ ロ ッ ク ３ ８ 、 ７ ３ を 、 第 一 保 持 ブ ロ ッ ク ３ ８
を 下 に し た 状 態 で 挿 入 し て い る 。 こ の 際 、 上 記 第 一 保 持 ブ ロ ッ ク ３ ８ に 設 け た 各 第 一 雄 端
子 ４ ３ ａ と 、 上 記 第 三 保 持 ブ ロ ッ ク ７ ３ に 設 け た 各 第 一 雌 端 子 ４ ６ ｃ と を 接 続 す る 事 に よ
り 、 上 記 第 一 保 持 ブ ロ ッ ク ３ ８ に 設 け た 回 転 速 度 セ ン サ ４ ０ か ら の 信 号 を 、 上 記 第 三 保 持
ブ ロ ッ ク ７ ３ に 設 け た 各 第 一 雄 端 子 ４ ３ ｃ を 介 し て 取 り 出 し 自 在 と し て い る 。 又 、 上 記 第
三 保 持 ブ ロ ッ ク ７ ３ に 設 け た 加 速 度 セ ン サ ７ ２ か ら の 信 号 を 、 こ の 第 三 保 持 ブ ロ ッ ク ７ ３
に 設 け た 各 第 二 雄 端 子 ４ ４ ｃ を 介 し て 取 り 出 し 自 在 と し て い る 。 尚 、 図 １ １ に 示 す セ ン サ
ユ ニ ッ ト ３ ３ ｃ の 場 合 、 上 記 第 一 保 持 ブ ロ ッ ク ３ ８ に 設 け た 各 第 一 雄 端 子 ４ ３ ａ が 請 求 項

に 記 載 し た 第 一 接 続 部 に 、 上 記 第 三 保 持 ブ ロ ッ ク ７ ３ に 設 け た 各 第 一 雌 端 子 ４ ６ ｃ が 請
求 項 に 記 載 し た 第 二 接 続 部 に 、 同 じ く 各 第 一 雄 端 子 ４ ３ ｃ が 請 求 項 に 記 載 し た 第 三 接
続 部 に 、 そ れ ぞ れ 相 当 す る 。
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【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ５ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 尚 、 図 １ ２ に 示 す セ ン サ ユ ニ ッ ト ３ ３ ｄ の 場 合 、 上 記 第 一 保 持 ブ ロ ッ ク ３ ８ に 設 け た 各
第 一 雄 端 子 ４ ３ ａ と 上 記 第 二 保 持 ブ ロ ッ ク ３ ９ に 設 け た 各 第 三 雄 端 子 ４ ５ ｂ と が 、 請 求 項

に 記 載 し た 第 一 接 続 部 に 、 上 記 第 二 保 持 ブ ロ ッ ク ３ ９ に 設 け た 各 第 一 雌 端 子 ４ ６ ｂ と 上
記 第 三 保 持 ブ ロ ッ ク ７ ３ に 設 け た 各 第 三 雌 端 子 ４ ８ ｃ と が 、 請 求 項 に 記 載 し た 第 二 接 続
部 に 、 上 記 第 二 保 持 ブ ロ ッ ク ３ ９ に 設 け た 各 第 一 雄 端 子 ４ ３ ｂ と 上 記 第 三 保 持 ブ ロ ッ ク ７
３ に 設 け た 各 第 三 雄 端 子 ４ ５ ｃ と が 請 求 項 に 記 載 し た 第 三 接 続 部 に 、 そ れ ぞ れ 相 当 す る
。
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